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10
月
か
ら
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
商
品
券
を
販
売
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
を
見
直
し
ま
す

問 

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
務
室（
☎
６
５
ー
６
５
２
８
）

問 

保
険
医
療
課（
☎
６
５
ー
６
５
２
７
）

　 

滋
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　 

（
☎
０
７
７
ー
５
２
２
ー
３
０
１
３
）

　
10
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
消
費
税
率
の

10
％
へ
の
引
上
げ
に
あ
わ
せ
、
乳
幼
児
の
い

る
子
育
て
世
帯
の
世
帯
主
と
住
民
税
非
課
税

の
人
を
対
象
に
、
25
％
の
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き

の
商
品
券
を
販
売
し
ま
す
。

【
購
入
で
き
る
人
】

①
３
歳
半
ま
で
の
子
が
い
る
世
帯
の
世
帯
主

　
平
成
28
年
４
月
２
日
〜
令
和
元
年
９
月
30

日
に
生
ま
れ
た
子
が
い
る
世
帯
の
世
帯
主

②
住
民
税
非
課
税
者

　
平
成
31
年
１
月
１
日
時
点
の
住
民
の
う

ち
、
令
和
元
年
度
の
住
民
税
が
非
課
税
の
人

※ 

住
民
税
課
税
者
の
扶
養
親
族
、
生
活
保
護

受
給
者
等
は
対
象
外

【
商
品
券
の
概
要
】

　
10
月
か
ら
市
内
で
利
用
可
能
な
商
品
券
で

す
。

　
販
売
価
格
は
、
１
冊
４
，
０
０
０
円（
額

面
は
５
，
０
０
０
円
）で
、
①
の
世
帯
主
は
、

対
象
と
な
る
子
ど
も
の
人
数
毎
に
５
冊
ま

で
、
②
の
住
民
税
非
課
税
の
人
は
、
１
人
５

冊
ま
で
購
入
で
き
ま
す
。

【
販
売
に
つ
い
て
】

　
市
が
発
行
す
る
購
入
引
換
券
を
お
持
ち
の

う
え
販
売
会
場
で
商
品
券
が
購
入
で
き
ま

す
。

　
こ
の
購
入
引
換
券
は
、
①
の
対
象
者
に
は

９
月
頃
に
郵
送
予
定
、
②
の
対
象
者
に
は
、

７
月
頃
に
購
入
い
た
だ
く
た
め
の
申
請
書
を

郵
送
す
る
予
定
で
す
。

※ 
販
売
会
場
等
詳
し
く
は
、
広
報
紙
で
随
時

お
知
ら
せ
す
る
ほ
か
、
対
象
者
に
個
別
に

連
絡
し
ま
す
。

※ 

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由
に
本
市
に
避

難
し
て
い
る
人
で
、
事
情
に
よ
り
住
民
票

を
移
し
て
い
な
い
人
は
、
そ
の
旨
を
６
月

７
日（
金
）ま
で
に
左
記
担
当
ま
で
申
し
出

て
く
だ
さ
い
。
要
件
を
満
た
せ
ば
、
本
市

の
購
入
引
換
券
を
交
付
し
ま
す
。

※ 

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問
合
せ
先

　
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
務
室

　〈
本
庁
舎
１
階
〉

　
☎
６
５
―
６
５
２
８

　
令
和
元
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
が

一
部
見
直
さ
れ
、
軽
減
制
度
が
変
更
と
な
り
ま

す
。

所
得
の
低
い
人
の
均
等
割
軽
減

　
所
得
の
低
い
人
に
つ
い
て
は
、
今
年
度
か
ら

段
階
的
に
本
来
の
軽
減
水
準
に
戻
り
ま
す
。

元
被
扶
養
者
の
均
等
割
軽
減

　
後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
す
る
直
前
ま
で
社

会
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人
の
均
等
割
軽

減
が
、
制
度
加
入
後
２
年
以
内
で
５
割
軽
減
と

な
り
ま
す
。

均
等
割
の
軽
減
範
囲
の
拡
大

　
均
等
割
の
５
割
・
２
割
軽
減
に
つ
い
て
、
被

保
険
者
と
そ
の
世
帯
の
世
帯
主
の
総
所
得
金
額

等
が
左
表
の
計
算
式
を
超
え
な
い
人
に
拡
大
さ

れ
ま
す
。

※ 

実
際
の
保
険
料
は
７
月
に
郵
便
で
個
別
に
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

子
育
て
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
に

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

市
立
長
浜
病
院
で
日
曜
日
の
乳
が
ん

検
診
を
実
施
し
ま
す

親
子
で
い
い
歯
コ
ン
ク
ー
ル
参
加
者
募
集

６
月
は「
食
育
月
間
」　

毎
月
19
日
は「
食
育
の
日
」で
す

問 

健
康
推
進
課（
☎
６
５
ー
７
７
５
１
）

問 

健
康
推
進
課（
☎
６
５
ー
７
７
５
１
）

問 

健
康
推
進
課（
☎
６
５
ー
７
７
５
１
）

問 

健
康
推
進
課（
☎
６
５
ー
７
７
５
９
）

　「
産
後
、
気
持
ち
が
落
ち
込
ん
で
し
ま
う
」、「
近
く
で

赤
ち
ゃ
ん
と
一
緒
に
出
か
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
教
え
て

ほ
し
い
」、「
な
か
な
か
お
し
ゃ
べ
り
し
な
い
け
ど
大
丈

夫
か
し
ら
」
な
ど
妊
娠
か
ら
出
産
・
子
育
て
中
に
は
た

く
さ
ん
の
疑
問
や
不
安
が
出
て
く
る
も
の
で
す
。
一
人

で
は
心
配
な
時
、
誰
か
に
話
を
聞
い
て
ほ
し
い
時
は
、

お
住
ま
い
の
地
区
の
子
育
て
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ（
保
健

師
）に
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
対
　
象
】 

妊
娠
中
の
人
、
０
歳
か
ら
小
学
校
就
学
前
の

お
子
さ
ん
の
保
護
者

【
ご
利
用
方
法
】

　
○
来
所
相
談
　
○
電
話
相
談

　
○
相
談
内
容
や
相
談
者
の
希
望
に
よ
り
家
庭
訪
問

　
○
そ
だ
ち
っ
こ
広
場
で
の
相
談（
月
２
回
）

　
　
会
場
　
ウ
ェ
ル
セ
ン
タ
ー
・
高
月
分
室

【
相
談
窓
口
】
健
康
推
進
課

　
　
　
　
　 

〈
な
が
は
ま
ウ
ェ
ル
セ
ン
タ
ー
１
階
〉

【
相
談
時
間
】
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

　
　
　
　
　 

（
土
日
祝
除
く
）

　
乳
が
ん
は
女
性
の
11
人
に
１
人
が
か
か
る
と
い
わ
れ
、
女

性
が
一
番
か
か
り
や
す
い
が
ん
で
す
。
30
歳
代
後
半
か
ら
増

え
始
め
、
40
歳
代
後
半
で
最
も
多
く
な
り
ま
す
。
乳
が
ん
は

早
期
発
見
・
治
療
を
行
え
ば
、
９
割
以
上
の
人
が
治
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　
２
年
に
１
回
、
乳
が
ん
検
診
を
受
け
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

よ
り
多
く
の
人
に
受
診
い
た
だ
け
る
よ
う
、
市
立
長
浜
病
院

で
日
曜
日
の
乳
が
ん
検
診
を
実
施
し
ま
す
。
こ
の
機
会
に
自

分
の
身
体
を
見
つ
め
直
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

【
と
　
き
】 

６
月
23
日
、
７
月
14
日
、

　
　
　
　 

10
月
６
日
、
11
月
10
日

　
　
　
　 

９
時
〜
11
時
30
分

【
と
こ
ろ
】 

市
立
長
浜
病
院（
大
戌
亥
町
）

【
対
　
象
】 

40
歳
以
上
の
女
性（
２
年
に
１
度
の
受
診
）

【
料
　
金
】 

49
歳
以
下
１
，
６
０
０
円

　
　
　
　 

50
歳
以
上
１
，
２
０
０
円

【
申
込
み
】 

受
診
予
定
日
の
16
日
前
ま
で
に
電
話
で

　
　
　
　 

担
当
課
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
対
　
象
】 

市
内
在
住
で
平
成
30
年
度
３
歳
８
か
月
児
健
診
を
受

診
し
た
、
歯
並
び
が
良
く
、
む
し
歯
の
な
い
幼
児
と

保
護
者

【
と
　
き
】
６
月
23
日（
日
） 

【
と
こ
ろ
】
長
浜
文
化
芸
術
会
館（
大
島
町
）

【
定
　
員
】
25
組（
先
着
順
）

【
内
　
容
】
歯
科
医
師
が
審
査
し
、
優
秀
者
を
市
長
表
彰
し
ま
す
。

【
申
込
み
】 

６
月
３
日（
月
）〜
14
日（
金
）に
電
話
で
担
当
課
ま
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
食
育
は
子
ど
も
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
世
代
に
関
係
し
ま

す
。「
食
」
に
つ
い
て
関
心
を
持
ち
、
正
し
い
知
識
を
身
に
つ
け

ま
し
ょ
う
。

※① 8.5 割軽減… 世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得
の合計額が 33万円以下の場合

※② ９割軽減…… 8.5 割軽減を受けている人の内、世帯の被保険者全
員の年金収入の控除額を 80万円とした場合で、所
得が０円になるとき

○ ９割軽減の対象者については、年金生活者支援金の給付や、介護保
険料の軽減強化といった支援策の対象になる場合があります。

本来の
軽減割合

平成 30年度の
軽減割合

令和元年度以降の軽減割合

令和元年度 令和２年度 令和３年度

７割
8.5 割（※①） 8.5 割 7.75 割 ７割

　９割（※②） ８割 ７割 ７割

年度 計算式

５
割
軽
減

平成
30年度

33万円＋ 27.5 万円×
世帯の被保険者数

令和
元年度

33万円＋ 28 万円×
世帯の被保険者数

２
割
軽
減

平成
30年度

33万円＋ 50万円×
世帯の被保険者数

令和
元年度

33万円＋ 51 万円×
世帯の被保険者数

「
健
康
な
が
は
ま
21
」
食
育
の
目
標

○
適
正
体
重
の
維
持

○
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
食
事
を
と
る

○
生
活
リ
ズ
ム
を
整
え
る

○
食
を
通
じ
て
生
命
の
尊
さ
を
知
る

○ 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
な
が
ら
家
族
や
友
人
と

の
楽
し
い
食
事
を
と
る

○
豊
か
な
食
材
、
食
文
化
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
い
く

健康づくり推進
キャラクター
「うまみちゃん」

うま味を利用して
塩分マイナス２g

▲市ホームページ


